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第２６期 国立市社会教育委員の会（第１１回定例会）会議要旨 
令和８年３月２５日（水） 

［参加者］寺澤、堀、荒井、横山、根岸、田代、大森、生島 
 
［事務局］井田、楠本、関 
 
 
生島議長 これから始めたいと思います。第２６期国立市社会教育委員の会第１１回

定例会を開会いたします。 
 本日は内田委員と松塚委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、寺澤
委員はもうじきいらっしゃると思いますので、定足数に達しておりますので、
本日の会議を始めたいと思います。 
 それではまず、本日の配付資料につきまして、事務局からお願いいたします。 

 

事務局 事務局です。 
 資料の説明をさせていただきます。まず、皆様から見て左側の資料になりま
す。上から、資料１、要望書、資料２、今後の進め方及びヒアリングについて、
資料３、第２６期社会教育委員の会スケジュール表、資料４、令和８年度東京
都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会の資料となります。続けて、右側の
山を説明させていただきます。一番上から、第２６期第１０回議事録、続きま
して、公民館だより、図書室月報、「いんふぉめーしょん」、そして社協連会報
第９８号となります。 
 資料の説明は以上となります。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 次第に入る前に、本日は資料１としまして要望書が出ています。先に事務局

から内容の説明をお願いいたします。 
 
事務局 事務局です。資料１を御覧ください。社会教育委員の会議長宛ての要望書と

なっております。提出日は２０２６年３月１７日です。要望書のタイトルは、
「不適切な発言に関する要望」という要望書となっております。 
 説明は以上です。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 こちら、要望書については、お目通しいただければというふうに思います。 
 何か要望書について御質問や御意見などはありますでしょうか。 
 では、お目通しいただければと思います。 
 この要望書の御指摘も受け止め、私としましても、委員の皆さん方の意見を
踏まえて結論を出していくということに強く努めてまいりたいと思います。要

望書にもありますように、委員の皆さん方で広く進めていけるように、積極的
にこれからも様々な御意見をいただければというふうに思います。 
 それでは……、荒井委員、お願いいたします。 

 
荒井委員 この要望書にあるように、不適切な発言が何なのかというのを私は理解で

きなかったので、これはここでは説明いただけないんでしょうか。 
 
生島議長 不適切な発言を繰り返していくというふうなことはここではしていくと

いうふうにはしない、していきたくはないんですけれども、それに荒井委員は
いかがでしょう。どうですか。そのようにしていきたいとは。 
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 説明は、御本人とも確認し、議長・副議長でそこでは御本人ともきちんと状
況を説明しながら、議事録からも削除するというふうなことで御確認いただき

ました。御了解いただきまして、今後もそういうことがないようにということ
も注意を、確認するということをいたしましたので、ここでは改めてそれを言
うというふうにはしないようにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 
荒井委員 その言葉自体をここで繰り返すことは適切ではないかと思いますけど、例

えば分野でいうとどういうことに関するというのは教えていただきたい。 
 
生島議長 事務局、お願いします。 
 
事務局 事務局です。今どういったことかという御要望があったということで、ちょ

っとまだ本日は発言というところは報告という準備は整っていませんので、一
旦この件、議長と事務局とで協議させていただいて、また、ちょっとどういっ

た形で御報告すべきなのか、するとしたらどういう形が、どこまで申し上げる
のがいいのかというところは一旦協議させていただいて、また改めて次回にお
時間取らせていただければと思うんですけれども。 

 
生島議長 よろしいですか。では、そのようにさせていただきたいと思います。 

 では、ほかはよろしいでしょうか。 
 続きまして、次第２の今後の進め方についてに入っていきたいと思います。 
 前回の定例会で、今後の進め方につきまして皆様方からいろいろと御意見を
いただきました。その御意見から、最後に観点として少しまとめた形でお話し
たかと思います。それを見える形でということで資料２の前回定例会での意見
というふうにしておりますので、まずはこちらを御確認いただければと思いま
す。 

 資料２を御覧ください。前回の意見を踏まえて、ポイントとして３つここで
はまとめております。これまでの２つのヒアリング調査ではまだ確認し切れて
いない、それからまだ漏れ落ちている視点としてどういうことが必要なのか、
今後のヒアリング先を検討していくに当たって、どういったところに注目しな
がらヒアリング先を考えていくことがよいのか、そういったことをお出しいた
だきながらまとめたものです。３つに大きく分けております。 
 １つ目ですけれども、若者世代を対象とした事業への着目というのが必要な
のではないか。これまでのヒアリング対象というのが、子育て世代であったり、
それから高齢者世代の学習者を対象としたものでありました。小学生、中学生、
高校生などの若い世代であったりだとか、またはしょうがいしゃのライフステ
ージという観点も必要なのではないかということで、若者世代と若者世代であ
ったり、しょうがいしゃのライフステージという意味での観点も検討していく
ということが必要じゃないかということです。 

 それから、２番目ですけれども、知識や技能を習得できる事業への着目とい
うことで、ボランティア養成など何らかの知識であるとか、または技術の習得
自体を主目的にした講座の受講者の学びと参加をヒアリングしていくことに
よって、今後の検討に向けて話が広がっていくのではないかということがあり
ました。知識・技能を習得し、それをさらに使いながら活動を展開していくと
いうような、そういった事業に注目していくということが②番になります。 
 それから３番目ですけれども、異なる世代の人たちと関われる事業への着目
ということで、今回ライフステージに応じた学習機会の充実ということがテー
マとなっていますけれども、ライフステージを切っていくというだけじゃなく
て、交流していくこと、様々な人たちがつながり、対話をしていく、それから
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継承していく、そういった観点の講座や事業をヒアリングしていくということ
で、多様な世代がそれぞれの学びを得られる学習機会を捉えることができるの

ではないか、またはそうした世代性というのを今後継承していく、つなげてい
くということにつながるのではないか。そういった事業に着目していくという
ことがあろうかというふうに思いました。 
 ３番目につきましては、いきなり様々な世代が対話をします、交流しますと
いうだけでのそういったことを目的にしている事業だけではなくて、一つ例え
ば、子供を対象にしているけれども、そこに大人の人たちがボランティアで関
わっていたりだとかすることによって、またはちょっと上の世代の人たちが関
わっていることによって、お互いに学び合っていく、そういうような事業も対
象にできるのではないかというふうなことで書いております。事業の中でも、
見方によってこうした観点というのも含められるのではないかなと思ってお
ります。 
 そういうようなことを基に、これ、皆さんが意見をお出しいただいたものを

まとめたものなんですけれども、この間事務局のほうでそれに該当するような
事業がないかということを下調べしていただいたり、またはそれについて実態
をつかんでいただいた上で、今回、資料２の２、今後のヒアリング先の候補と
しまして、次の９つの事業を挙げていただきました。これらにつきまして、事
務局から説明をお願いできればと思います。 

 
事務局 事務局です。 

 では、資料２の２について説明させていただきます。上から順に事業のほう
を説明します。 
 まず、１つ目です。国立市子ども長崎派遣平和事業です。こちらは児童青少
年課が所管となっております。内容といたしましては、市内小学校６年生が、
歴史、風土、文化に触れて、平和・人権を学ぶ事業となっております。こちら

の事業ですが、第４回研修を行いまして、それとまた別に８月に２泊３日研修、
実際長崎に行く行程となっております。 
 続きまして、２つ目です。グローバルカフェという事業になります。こちら
も所管が児童青少年課となっております。内容としては、進路や職業への意識
を高めるため、留学体験談やグローバルに活躍できる職業体験を実施。一橋大
学の留学生と交流を行います。こちらは第６回研修が年間であります。 
 ３つ目です。ＬＡＢＯ☆くにスタという事業になります。こちらは公民館が
所管となっております。内容ですが、中高生を対象にしておりまして、大学生
が学習支援を行うということになっております。学習支援というふうに書かれ
ているんですけれども、それ以外にも、お弁当を食べたりですとか、そういっ
た交流のほうも行っております。大学生に関しては、毎回学習支援が終わった
後に振り返りを公民館の職員と一緒に行っているということでした。こちらは
月３回、水曜日に行っておりまして、時間のほうが午後６時から午後８時とな

っております。 
 続きまして、４つ目です。読み聞かせボランティア講座となります。こちら
は図書館が所管となっております。内容ですが、絵本の読み聞かせについて学
ぶことになっておりまして、講座修了者は自主グループで勉強を続けています。
こちらは数年に１回開講の案内がありまして、一応１年間ぐらい養成時間とい
うものがあってから、絵本の読み聞かせを行えるということでした。 
 続きまして、５つ目です。おはなしの語り手養成講座となります。こちらも
所管が図書館となっております。内容ですが、くにたちおはなしの会の方を講
師に迎えて、お話を行う講座です。こちらも講座修了者は自主グループで勉強
を続けるということでした。読み聞かせと同じように、こちらも数年に１回開
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講ということで、３年から５年こちらのほうは養成時間がありまして、それか
らデビューとなるそうです。 

 続きまして、くにたち音訳グループになります。こちらも所管が図書館とな
っております。内容ですが、図書や新聞、雑誌などの音訳を行います。講習は
図書館が主催となっておりまして、こちらは初級、中級、フォローアップ研修
など学びのステップがあるということでした。 
 続きまして、ふらっと！しゃべり場という事業になります。市長室が所管と
なっております。内容といたしましては、ジェンダーや生き方について話し合
うことになっております。毎月第１土曜日に実施しておりまして、対象を広く
取る回も設けているということでした。こちらは年間で全３０回行っておりま
す。 
 続きまして、くにたち原爆・東京大空襲伝承者講話となっております。こち
らも所管が市長室となっております。内容といたしましては、戦争体験者の体
験と思いを語り継ぐ伝承者による語りとなっております。小中学校、公共施設

等での戦争体験の講話をしているそうです。こちらは伝承者の方のフォローア
ップ会議や研修などを年３回行っているということでした。 
 最後です。しょうがいしゃ青年教室の事業となります。こちらは所管が公民
館となっております。内容といたしましては、しょうがいしゃの生涯学習とい
うことで、学校卒業後の学び合いの場となっております。例といたしましては、
コーヒーハウスなどがございます。 
 説明は以上となります。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 今９つの事業を、こういったものがどうかということについて御説明をいた
だきました。比較的継続性のある、やはり事業というのも勘案しておりますが、
グローバルカフェが単発的なものになっているということです。ただ、単発的

に６回年間で開かれているわけですけれども、中には継続して参加する子供さ
んもいるというというようなことでした。 
 あと、ふらっと！ しゃべり場もそうでしたっけ。比較的単発で、その場に
来て、気軽に来て話をしていくというような場づくりになっているということ
のようです。テーマに基づいて話合いをするという場になっているということ
でした。 
 それ以外は、比較的継続性を持って、知識や技術を得たりだとか、または交
流をしていく、そして自分なりの生き方であるとか、他者との交流、出会いと
いうのをしているというような講座になっております。 
 上３つが若者を対象としている事業ですね。若者世代を対象にしている事業
です。 
 それから、一番下にしょうがいしゃ青年学級というのがありますけれども、
これは若者だけを対象にしているというわけではないんですが、しょうがいが

ある方々が、しょうがいのあるなしにかかわらず、より様々な人たちと交流を
していく機会というのをつくっていく。特にしょうがいがある場合、特別支援
学校を卒業した後の生涯学習の場、余暇活動なども含めた生涯学習の場という
のもなかなかきちんと確保することが難しい。そういった中で、しょうがいの
あるなしにかかわらず、様々な人たちと関わり合い、学び合いができる場とし
て設けられております。ですので、しょうがいがある、しょうがいしゃ青年学
級としてライフステージを通じて生涯学習ができる場として設けられている
というふうにして見ていただければと思います。 
 それからあとは、知識・技術を習得できる場であり、または様々な世代の人
たちと交流をしたりだとか学び合いができる場として、それ以外の事業もここ
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で出されているというふうに見ていただければと思います。 
 それから、ここからは皆さん方にも様々これを見て御意見や、ぜひこれをや

ったらどうかというお話もいただければと思いますが、ちょっと先を見越して、
これからの計画ということも確認しておいたほうがよろしいかなというふう
に思うんですけれども、答申案を作成したりしていく、その議論の時間を考え
るならば、この後、ヒアリング対象、やれて２つ３つかなというふうなところ
かなというふうに思います。この２つ３つも、全てが今までと同じようにもし
かするとこの場でできるわけではなくて、先方に合わせた時間帯を設定して、
来れる方々に来ていただきながら、ヒアリングの内容をここで共有するという
こともあろうかと思いますし、場合によってはここに来ていただいて皆さんで
話を聞くというようなこともできるかなというふうに思います。 
 それから、事業にもよるかと思いますが、具体的に学習者が必ず対象、お話
し手になるかどうか、これも事業によっても異なるかなと思って、場合によっ
ては担当の職員の方にお話しいただくということもあろうかと思いますし、セ

ットでお話を伺うことがこれまでもありましたけれども、そういうこともあろ
うかなと思います。 
 ちょっとそういった様々な事業によって聞き方のスタイルというのは検討
していく必要があろうかと思いますが、まずは、どういうものが対象になり得
るか、ここがぜひいいんじゃないか、またはちょっとこの観点が足りないんじ
ゃないかということも含めて御意見をいただければというふうに思います。 
 いかがでしょうか。 
 堀委員、お願いいたします。 

 
堀委員 まとめていただいてありがとうございます。 

２つの活動をヒアリングした、今はその後という段階です。どんな観点がま
だ足りないかというような、評価というか相対化をして今日に至っていると思

います。そういう意味では、１のようなまとめは大事なことかと思う。さらに
こんな視点があったほうがいいいというような点検をすることが、ヒアリング
をして答申作りを進めていく意味だという感じがします。 
 会議全体の予定回数があるので、文書のまとめを考えると、このあとヒアリ
ングできるのは最大３つぐらいというのは、そのとおりだろうと思う。 
 ただ今日の冒頭では、話題にしておきたいことがあります。前回の最後には、
ＬＩＮＫくにたちの活動はどうかという話が出て、事務局で調べるということ
になっていたと思います。それを推したり、面白いと言っていた委員二人がた
またま今日はまだ欠席です。このまま、ＬＩＮＫくにたちの話が、議論や評価
なしに消えてしまうのはどうでしょうか。 

私自身はそれほどこだわっているわけではないですが、ＬＩＮＫくにたちは、
こういう視点なり事情があって候補から外したというような説明を、せめて聞
けた方が生産的かなと思ったのです。どちらかというと事務局かもしれません

が。ＬＩＮＫくにたちをどう評価して外したかということを伺いたい。 
 
生島議長 事務局、お願いできますでしょうか。 
 
事務局 事務局です。外したことに関して非常に大きな何か理由があるというわけで

はございませんで、あくまでここの資料２の１番目のところにある、前回定例
会での御意見の中で、積極的にこういった観点に着目したらどうかというよう
な皆様からの御意見を基に選ばせていただいたということですので、ＬＩＮＫ
くにたちに関して、またそういった御意見があるようでしたら、こちらもまた
含めてその是非を御議論いただけるとよろしいのかなというふうに考えてお
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ります。 
 以上です。 

 
生島議長 ありがとうございます。 
 
堀委員 分かりました。判断して外したわけではないという話でした。しかし前回の

会議では、異なった世代が一緒に参加する大規模なイベントだと注目し、具体
的に名前が挙がっていました。今後の候補としては消すとしても、どう評価す
るかは、事務局の説明としても私たちの判断としても、しておいた方がいいと
思います。 
 私自身は国立市民でなくて、ＬＩＮＫくにたちの珍しさなどについて評価が
できるわけではなく、すごく推すというわけでもないのですが。 

 
生島議長 ありがとうございます。非常に大規模なスポーツイベントなわけですけれ

ども……、横山委員。 
 
横山委員 私、ＬＩＮＫくにたちに関わっていたりする者なんですけれども、スポー

ツをするくにたちまつりというふうな表現が一番いいのかなということで、ス
ポーツ協会の情報からも、毎年、今はターゲットバードゴルフというサークル
にお願いして体験講座を設けてもらったり、ＦＣ東京からサッカーの遊ぶよう
なことをしてもらったり、メインはリレーマラソン、何時間で何周走れるか、
どれぐらい走れるかというのもあるんですけれども、様々な運動にチャレンジ
してもらったり、例えば友人が集まって、友人による発表の場としてリレーマ
ラソンをやったりという場があるということと、あとちびっこ相撲というとこ
ろもあって、それが割とメインな部分があったりするんですけれども、ちびっ
子相撲で子供たちが頑張る姿を見てもらうというようなイベントの盛りだく

さんなことではあります。 
 ただ、それがライフステージに合った学習機会の充実ということに対してつ
ながるかどうかというところは私はちょっと疑問というか、それに対して頑張
るということがライフステージにつながる、学習機会につながるということを
言われてしまえばそれまでなんですけれども、ちょっと特出し過ぎちゃってい
るかなって私は聞いたときに思ったんです。そんな感じです。 

 
生島議長 ありがとうございます。 
 
堀委員 実際にヒアリングすることを考えると、規模は大きく参加者は多いが、それ

ぞれが部分で関わっていて、ＬＩＮＫくにたち全体の関わり方にはならないみ
たいなことも、ヒアリングとしては難しいようなことがあるのですか。 

 

横山委員 そうですね。部署で担当が決まったりして、その部署だけをこだわって聞
くことはできると思うんですけれども、それをＬＩＮＫくにたちとして捉える
のか、例えばスポーツのターゲットバードゴルフというサークルについて考え
るのか、その中の一部のターゲットバードゴルフについて考えるのかというこ
とでも、また違ってきちゃうと思うんですよね。 

 
堀委員 主催する市役所の発想の面白さへのヒアリングはあるかもしれないが、市民

が体験の中で何を学ぶかみたいなことからすると、総合的なイベント過ぎて少
し難しいといったことなのかしら？ 
 皆さんが特にそれ以上挙げなければ、私自身がこれを挙げるべきと具体性を
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持って言っているわけではないので。分かりました。 
 

横山委員 いろんなことが経験できる場ではあるので、その中から、例えば自分がこ
ういうのをやってみたいなというのを受け取ることができるという場にはな
るかなと思います。それが目的の一つでもあるので。 

 
生島議長 ありがとうございます。前回皆さん方の御意見をいただいた中でも、最初

に気軽に取っかかれるきっかけというふうな形でこれを出されていたかなと
いうふうにも記憶しておりますけれども、ただ、少し具体的な答申ということ
を考えていくと、もう少し踏み込んだ形での学習者の  というのを捉えてい
くということが一つあってもいいんじゃないかというふうなこともありまし
たので、そういう意味では、今お話があったとおり、ちょっと少しつかみにく
いところがあるかなというふうなことで、ここの対象には入ってきていないと
いうところもあるかなと。 

 
横山委員 これは私のＬＩＮＫに対する解釈なので、また人によって違うかもしれな

いんですけれども、そこは御了承ください。 
 
堀委員 議論する中で残すという話にならなければ、議論では触れたわけで、それで

いいです。ありがとうございます。 
 
生島議長 ほかに今に関連して御意見ありますか。ちょうど寺澤委員がお話もありま

したけど、また後ほどちょっと確認させていただきます。 
 
寺澤委員 はい。すいません。 
 

生島議長 荒井委員、お願いいたします。ちょっと大きい声でお話ししていただいて。 
 
荒井委員 横山委員の御説明でどんなものかというのをちょっと想像はしたんです

けど、１,０００人も参加するということで、ヒアリングの対象としてはあま
り絞ることができないんじゃないかということかもしれないんですけど、例え
ば参加した人にアンケートをして、そのアンケート内容も難しいと思うんです
けど、そういうことから何か分からないかなという気がしないでもないんです
けど。あくまでもヒアリング対象、ヒアリング候補ということでＬＩＮＫくに
たちは避けていったという。 

 
生島議長 避けていったというわけではないと思います。この観点を具体的に出して

いったときに、やっぱり数も問題もあるので、少し絞り込んでいった対象の中
からは、ここからは離れていったというふうなことかなと思います。アンケー

トというふうにいっても、やっぱり分析していくことのプロセスも必要ですし、
それだけの大人数で様々な年代の人たちを対象にするアンケートを作って、分
析を見越して作るということも非常に大変でもありますので、ここではヒアリ
ングをベースに考えた上でということかなと。 
 ただ、ちょっと少し、これ自体も結論ではないので、ここでもんでいただく
というふうなことでよろしいかなと思いますけれども。 
 堀委員、お願いします。 

 
堀委員 別な話です。前回までの意見の②ですが、知識、技能を修得できる事業への

着目というふうにまとめてもらいました。学習する動機は、多分そういうこと
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の方が多いのではないかと私は思う。具体的な知識、技術のテーマがあって、
その習得を目指している講座の参加者というのは大事な視点ではないかと思

って話したことをまとめていただき、まず、ありがとうございます。 
 それに関連したヒアリング先は、たぶん下の中では、読み聞かせボランティ
アとかおはなしの語り手とか、音訳の会ということになると思うのですが、何
か、もっとほかにないかという感じがします。 
 私が図書館関係者だから余計分かるところもありますが、これらは、図書館
が行う事業の支援者を育成する講座です。しょうがいのある利用者が読みたい
本を読むため、目の見えない方であれば音訳してあげる方とか、児童サービス
の語りを職員だけでなく、事業を広げてやってもらう方の養成など。この３つ
は、性格は市の事業を盛り立てるボランティアスタッフ養成で、そういうこと
は図書館でなくてもあるでしょう。 

そうではなく、典型的には、そもそも自分の知識や技能を向上させたい動機
で参加するような講座があるだろうと思うのですが。そういうことを言うと、

職業再訓練とか内容の高度なものは民間でやっているとか、行政がやる場合で
も、市ではなく都の管轄になる部分が多いではないかという話はこれまでにあ
りました。しかし市役所がやるとか、民間団体が主催しているとか、国立市の
中でも、市民が参加できる知識・技能を習得する講座や活動はあるのではない
か。例えば料理教室でもいいですし。 

 
田代委員 それは社協で手話講座とかってやっていて、それは何か年取った方から若

い人まで人気で、たくさん参加される。 
 
堀委員 そうですよね。田代さんが言われたのは、例示された図書館の支援者養成と

は違う、もっと社会に開かれたボランティア養成です。選ぶならそちらの方が
いいでしょう。ただ私は、本当は、料理でも、健康のためでも、体育技能のた

めでも、自分のための活動を②の知識・技能のところで選べないかということ
を言っています。 

 
生島議長 ありがとうございます。今の御意見はとても大事なところだなというふう

にも思いつつ、どうして今ここを挙げてきたかというふうなこといいますと、
ちょっと欲張ったんですね。一対一対応で②に該当するものを幾つか挙げたと
いうだけではなくて、この読み聞かせボランティアとかであるとすると、知識・
技能も生かしながらも、例えばちょっと上の世代の人たちとの交流というか、
要するに、ボランティアでやっておられる方々がかなり、年配の人たちもいる
し、そうでない、中堅層の方々もいらっしゃって、そういった方々との交流の
中での活動であったり学び合いがあるというようなところで、単純に②だけじ
ゃなくて、③にもつながってくるんじゃないかというようなことであるとか、
もう一つは、高齢者にはお聞きしていたんだけれども、そうした中堅層、そう

いった方々の、子育て世代でもないけど、子育てをしているという最中でもな
い方々のライフステージというところにもここははまってくるんじゃないか
という、そういう肉づけも一方ではあって、欲張ったというところがあります。 
 もう一つは、これまで２つの講座が公民館での活動だったということもあり
ましたので、違う場面での社会教育事業として行われているものの中から、さ
らにヒアリングなどを考えるならば、学習がある程度積み重ねられて、その
方々が自分たちの学習を振り返られるような語り手になってくださる方とい
うふうな観点で考えたときに、ちょっとこの辺りが出てきたという背景があり
ます。 
 ですので、ほかにもいろんな事業というのは確かにあるわけなんですけれど
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も、ちょっとそんな観点も含めてこれらが出てきたということが事務局との打
合せではあったかと思います。 

 ちょっと補足、何かあればしていただければと思います、事務局、お願いい
たします。 

 
事務局 事務局です。今の委員からの御指摘と、それから議長のほうから御説明あり

ましたけれども、まず、例えば男性の料理の講座というのは一例が挙がりまし
たけれども、市の中で事業やっているものとしては、公民館のほうでの男性対
象の料理入門というのがございますので、もちろんそういったところを対象に
していくということも可能は可能かなと思います。それから、これまでも定例
会の中で田代委員から情報提供いただいております、皆さんで地域で行われて
いる料理のグループというのもあろうかと思いますので、そういったところを
視野に収めていくかどうかというようなお話かと思います。ただ、市でやって
いる男性の料理入門という全２回のものに関しましては、公民館で行っている

事業ということになりますので、対象の事業が公民館、公民館、公民館となっ
てしまうかというところはあるかと思います。 
 それと、ほかの例えば知識・技能を獲得するような講座はないだろうかとい
うような御指摘でございますけれども、確かにそういった講座とか事業という
のはほかにもあることはあるんですけれども、おおむね公民館でやっている事
業という形になっております。 
 それから、例えばそれ以外のものになりますと事務局で現状把握しているも
のでいいますと、例えば高齢者支援の文脈でのフレイル予防ですとかそういっ
たものが、例えば体を動かすといったようなことにはなってくるかなと思いま
す。その辺りも、こちらも視野に入れていくかどうかというような御議論次第
かなというふうに思います。 
 加えまして、田代委員から今話題の提供ありました手話講座でございますけ

れども、こちらは場所としては社会福祉協議会で会場としてやっているもので
すけれども、こちらは手話通訳者の養成の講座でございますので、初級とか段
階に応じて講座が実施されているということと、最終的には手話通訳者の試験
がありますので、こちらを受けて合格をして手話通訳者として登録をするか否
かというようなそういったような先々のパスが存在するというような講座に
なっております。こちらも、手話通訳者の養成講座とは別ですけれども、手話
のサークルがあったり、その手話のサークルというのが福祉会館で活動してい
たり、その手話サークルに参加している方の中から手話通訳者養成講座を受講
する方が出たりといったような、そういったような展開を見せているというの
が事実としてございます。 
 ただ、何らかのやはり政策的な目的があって実施しているという文脈も一方
ではある講座にはなります。その辺りちょっとどういうふうに御議論いただく
かということかなと思います。 

 その他、もし何かこういったものがあればというようなことがあれば、事務
局の把握している範囲で御説明させていただければと思います。 

 
生島議長 寺澤委員、今、資料２で、前回の議論を踏まえて今後どうするかというこ

とで、大体ここからできるとしたら、時間的にできるとすれば、二、三ぐらい
なんじゃないかというようなことを検討しております。 
 堀委員、まずよろしいか。どうでしょうか。それを踏まえて。 

 
堀委員 公民館主催のものばかりを挙げるのでないようにとの配慮はあるのかなと

は思います。 
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 田代さんが言われた社協の手話養成は、高度化すれば指導者養成にも繋がり
ますが、学ぶ人たちがそれによって何をどう体験し何を考えたかは、②の具体

的な知識・技能に関わって学習しているものということで、興味深い。 
手話講習は、市役所の特定の事業のボランティアを養成するわけではなく、

学習者の意識としては社会参加や人とのかかわりで役に立ちたいというよう
な自由なところから始まっている感じではないかという気がします。 

 
生島議長 ありがとうございます。ほかには御意見いかがでしょうか。田代委員、お

願いします。 
 
田代委員 今の状況で言っても遅いのかもしれないんですけれども、こういういろん

な学習機会の充実の事業というのはいっぱいあるんですけど、ＮＨＫ学園も結
構同じようなことをやっていて、うちの女房なんかもう両方行っているんです
けど、ＮＨＫだとやっぱりゼロが１つ２つ違うぐらいのお金がかかるんですけ

ど、何で同じことを市がやっていてもそっちに行かないで、お金を出してそっ
ちへ行くのかなみたいな、何かそれなりの魅力があるのかなみたいな、そうい
うところをちょっと聞きたいなみたいなところもちょっとあるんですけど、も
うぎりぎりになっちゃってちょっと無理なんですけど、何かちょっとあるんじ
ゃないかなみたいには思います。魅力が。その辺がちょっとよく分からない。 

 
生島議長 民間事業者であるとか、学校で有料で行っているということに対しての魅

力というふうなことかとも思いますが、選択の幅は様々あるかと思いますし、
こっちに、市の事業ではなくて、そっちにはあるというものも何かあるかと。
個人的な思いもきっとおありかなというふうにも思っていますけれども、一つ
の観点かなと思います。 
 ほかにはいかがでしょう。 

 はい。 
 
根岸委員 質問なんですけれど、ここにある読み聞かせボランティア講座とかおはな

しの語り手養成講座、これは受講者というのはどういった年代の方でしょうか。 
 
生島議長 これは事務局、お願いいたします。 
 
事務局 事務局です。年代についてなんですけれども、まず、くにたちのおはなしの

会のほうなんですが、こちらは６０代以上の方が多く、それとあと、読み聞か
せボランティアのほうは、その方たちとかぶって受講ですとか関連している方
もいるんですけれども、少しちょっとくにたちのおはなしの会の方たちよりや
や年代が少しそれよりは低めというふうに伺っております。音訳グループにつ
いてですが、すみません、そちらのほうはちょっとこちらでまだ調べてない状

態ですので、お答えが今できない状態です。 
 以上になります。 

 
生島議長 根岸委員、よろしいでしょうか。 
 
根岸委員 はい。最終的にどういう形に持っていくかってまだ分からないんでしょう

けど、前回も多分私言ったと思うんですけど、例えば小学生・中学生・高校生、
それとあと、高齢者・しょうがいしゃ、この辺に対しては、ここにあるように
いろんな講座があるわけですよ。講座の対象になってないのが、例えば子育て
世代じゃない３０代・４０代の働き盛り世代の人たちに対する講座というのは
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ないんですね。ただ、そういう人たちって何もやってないかというと、やっぱ
り仕事のためのスキルアップとかそういうことというのは、別に市のそういう

講座じゃないところで、例えば会社なんかでもスキルアップ研修とかあったり、
あと、また民間になるんだけれど、資格を取るための講座を受けたりとか、み
んなやっているわけですよね。だから、そういう世代に対しては、そういう総
合的なものは市として、行政としては必要ないんじゃないかなと。 
 逆にそういう人たちにとってすごく大事なのは、国立のことを知るというこ
とかなと。ちょうど前回の社会教育委員の会のあった日の午前中に立川警察が
主催している防災ＤＩＧという、ＤＩＧと書いてディザスター・イメージ・ゲ
ーム、災害を想像したゲームというのがあるらしいんですね。立川警察のほう
が主催していて、市の防災安全課の方も来ていたんですけれども、そこで地域
の地図をばーっと出して、グループで、担当の人がいろいろ命令というか指図
するわけです。その地図に避難所を書きなさいとか、あと、災害があったら被
害が大きいようなところはどうですかとか、病院の位置を書きなさいと、そう

いうのをこうやってやって地図を完成させてね。それで何か正解かというのは
ないんですけど、それを見て、自分たちの住んでいるところは、じゃ、こうい
うところが危ないんだねとか、そういう何かディスカッションをするような、
話し合うような、そんな内容なんです。 
 例えば働き盛りの３０代・４０代の人たちがそういうことをやれば、国立の
そういう防災についてとか、地域の何がどこにあるかとか、そういうことをす
ごくよく分かっていいんじゃないかなというふうに思いました。そんなような
ことをしたほうがいいかなというふうに思いました。 

 
堀委員 いいですか。 
 
生島議長 はい、堀委員、お願いします。 

 
堀委員 根岸さんが言われた、働き盛り向けだが子育ての視点ではないような講座な

りイベントがあれば取材対象だし、その人たちの意識や声が拾えたらモニター
としても広がりがあっていいというのはそうだと思う。 
 働き盛りが参加しやすい講座となると、夜なり休日に行うことにしないと参
加できない。応募対象として、最初から中年層を排除しているわけではないが、
平日昼間に行う講座では、どんなテーマでも年配者が多くなってしまう。 
 勤労者世代に配慮した開催日時の設定があり、現に勤労者世代が参加してい
る講座があったら、新しいヒアリング対象や視点が選べるかもしれません。 
 改めて思いますが、やはりＬＩＮＫくにたちは１日だけの単発イベントです
が、たぶん週末か祝日にやるので、そこは現に勤労世代の人たちも大勢参加し
ている、そういう意義はありますね。 

 

生島議長 ありがとうございます。今の特に働き盛り世代といいますか、そういった
人たちを対象にした、またはそういう人たちが気軽に参加できる事業とか、ま
た、そういった年代に必要な課題を設けているような事業というようなことと
いうのに対しての視点というのが大事なんじゃないかということはとても大
事だと思います。 
 果たしてそういったことから、それを経てきた学習者がどういうふうに学び
になっていたかという、今回のヒアリングの目的ってそこだったんですよね。
どんなふうに学習になったか、学習してきたかということを聞くということだ
ったので、その実態を把握するときにどういうものが対象になるかという、ち
ょっとその視点も含めて考えることもあろうかなと思います。 
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 ただ、もう一つお考えいただきたいことは、今の特に例えば根岸委員の話、
この視点って大事だよね、もっとこういうことを考えていく必要があるんじゃ

ないか、それは場合によってはヒアリングから見えなかったから、けれども必
要なんじゃないかという意味での、答申のそのものに含めていくこともできる
のかなというふうな意味で私はとても大事な御指摘だなというふうに思って
伺っていました。 
 なので、今、ヒアリングをこの間しながら、実態をどうつかもうかと。実態
から見えてくること、または見えてこないことというふうなところを考えてい
くに当たってどうしていくかというふうな視点で考えていただけると、具体的
な、この後、三、四か月ぐらいの答申をつくっていく、最後の前段階のビジョ
ンが見えてくるかなというふうに思ったところです。 
 何かそういうことを考えると、ぜひちょっと、こういう今挙げたものである
とか、または挙がっていないものでも、こういうものを聞いたら例えば観点が
浮かび上がってくるのではないかとか、学習者の像が浮かび上がってくるんじ

ゃないかというのがあれば、具体的にお示しいただければなと思います。少し
今月でこの会議で、じゃあ、ここらあたりにしようというところまでゴールに
なると、次の会議で日程調整とか具体的な質問の観点というのが見えてくるか
なと思いますので、今日の目標は少し具体的な対象が絞れてくるところを目標
にしたいと思います。 
 もちろん今お話がなかったところでも、ちょっとこの辺りでもう１回探して
みるというのも必要じゃないかというのも具体的にお示しいただければ、次に
持ち越したいなと。 
 寺澤委員、お願いいたします。 

 
寺澤委員 前半を全然聞いてなくて、今の話だけを聞いて視点がすごいずれていたら

本当に申し訳ないと思うんですけど、今、根岸委員からあった、働き盛り世代

が手薄なんじゃないかなと、そのとおりだなと思っていて、本当におっしゃっ
たとおり、スキルアップとか働き盛りの世代で考えたときに、行政のやってる
講座ではないんだと思んです。ただ、地域を知ることというのももちろんとて
も大事な視点なんですけれども、じゃあ、地域を知ることに、多分そんなに時
間がない世代でもあるのかな。いろんなところにつながりがすごくある、一番
広がっている世代だと思ったときに、行政で何かをやるというのを考えたら、
私は何となく健康づくりなのかなというふうにちょっと今勝手ながら思って。
スポーツとかそういうので何かないのかなというのをちょっとお聞きしたい
なと思って声を上げました。すいません。 

 
生島議長 横山委員、お願いします。 
 
横山委員 私も今までの話を聞いていて、頭の面というか、先ほども堀さんもおっし

ゃいましたけれども、知識の面は結構いろんなヒアリング、講座とかでゆっく
り落ち着いてやれるということはお聞きしたんですけれども、先ほどの健康上
とか体を使うということがライフステージになってくると、今度はスポーツ関
係になってくるんじゃないかなと思っていて。 
 スポーツ関係は、正直言ってしまえば、若い３０代、４０代から上は７０代、
８０代まで自分のペースに合わせて楽しめるものなので、それについてのヒア
リングもしていいんじゃないかなとは私も思います。そのヒアリング対象が野
球とかソフトボールとかになると、シニアの部、ジュニアの部というふうに分
かれていたり、普通の年代の部と分かれてしまっていて、そこがやっぱりそう
なってしまうと交流が全くない、若い人たちと。ないことが多いので。 
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 言いたいけど言いたくない部分なんですけど、私やっているスポーツは一番、
年代的には幅が広いんですよ。うち、３０代から７０代までが一緒にやってい

るんですね。ですから、先ほどの異年齢交流とかって考えると、もう根岸委員
が笑っていてあれなんですけど、私やっているスポーツが一番もしかしたらこ
の課題に合っているのかなと実は思っていまして、もしヒアリングをされるよ
うでしたら、どうですかね。根岸委員、どうですかね。 

 
生島議長 具体的に少し、何をやられている……。 
 
横山委員 私、ミニテニスというスポーツをやっていまして、立川生まれのスポーツ

なんですね。立川がお膝元ということで、国立も早いうちからそれを取り組み
まして、体育館でやるスポーツなんですけれども、歴史的には３０年ちょっと
の歴史です。だから、まだまだニュースポーツの部類で、認知度もそんなにな
いんですけれども、認知度がないからこそいろんな人たちが入ってきて楽しめ

るというようなスポーツになっています。 
 基本的な概念が、高齢者の方、要は、ゲートボールは外でしかできない。じ
ゃあ、年齢の高い方が雨の日運動できないじゃないかと。じゃあ、雨の日でも
運動できるスポーツはないかということで考案されたスポーツで、一番はけが
をしにくい。あと、運動能力的にもそんなに、ラケットスポーツなんですけど、
ラケットスポーツをやったことない人でも３０分も練習すればできるように
なっちゃうというような簡単なものなんですけれども、突き詰めると、最初、
５０代以上で始まったものが、若い人たちがどんどん出てきて、自分たちも大
会に出れないのか出れないのかということがどんどん広まってきて、今は一番
下は１８歳から上は年齢制限なしの大会が毎回行われるようなスポーツです。 
 ごめんなさい。これでよかったですか。 

 

生島議長 今は国立市では、それはサークルみたいな？ 
 
横山委員 国立市認定協会という形で国立市スポーツ協会に登録していまして、私が

会長という立場でやっています。人数的には２０人ぐらいしかいないちっちゃ
いところなんですけれども、北は北海道から南は九州まで呼ばれて行ったりと
かしている状態です。すいません、そんな感じです。なので、年齢的な異年齢
交流ということを考えたりとか、先ほどおっしゃっていた、仕事をしながら、
もしくは子育てしながら運動するにはどうしたらいいのかということを考え
ると、こういうところの人たちの気持ちを聞くことはできるんじゃないかなっ
てちょっと私は今思っています。 

 
生島議長 ありがとうございます。 
 

横山委員 提案の一つです。 
 
生島議長 一つ、すごく重要であり、また、立体的な提案もいただいたというふうに

思っております。また、立川生まれで、地域のことに関わりながらスポーツを
していくという観点で面白いのかなと思いました。 

 
横山委員 根岸委員も会員なんです、実は。 
 
生島議長 そういうことで振られていたんですね。 
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横山委員 はい。 
 

生島議長 根岸委員、何かありますか。 
 
根岸委員 私の場合、５５歳ぐらいから始めたんです。まだぎり５０代からはできま

す。今、横山委員言ったように６０代、７０代の方もいらっしゃるんですけど、
６０代から始めると結構つらいかもしれないですね。長続きしない人が多いか
な。 

 
横山委員 でも、今一番新しい人は６９歳なので。私は２６歳からやっています。 
 
根岸委員 ちなみに、立川生まれというのは、立川の市役所の方が、高齢者のスポー

ツ、生涯スポーツを何か考えようということで考案されたそうです。まだ彼は
御健在で、もう９０幾つ？ 

 
横山委員 ８６、５歳かな。 
 
根岸委員 立川市の職員の方が一生懸命つくったスポーツというふうに聞いていま

す。 
 
堀委員 活動日は週末ですか。夜もやっている？ 
 
横山委員 夜もやっています。土曜日が基本的な練習日で、あと、火曜日の夜にやっ

ています。 
 
堀委員 すいません。 

 
生島議長 はい、堀委員。 
 
堀委員 国立市民でないので実態がよく分からないですが、市役所のどこかの課が後

ろ盾をしているわけではなくても、市民が熱心に参加するサークル活動として、
スポーツは一つの選択肢かなという感じはします。ただ、スポーツはすごく多
様にあり、競技性が強くなると特に熱心にいろいろあるという話になっていく。 

競技性が強くなく、いろいろな世代が参加しているスポーツ活動があって面
白いというような話があれば、選択の候補になるようには思っていました。横
山さんが関わっているのもそうだし、それ以外も含めて、スポーツサークルや
スポーツイベントの参加者に取材をするというのは、あるのではないか。 
 

 

生島議長 ありがとうございます。やっぱり全て見渡していくことはできなくて、当
たりがつけられるところという意味では非常に有力な方向にもなり得て、スポ
ーツということであれば、有力かなというふうには思って伺っておりました。
あとは、全体のバランスもありますので、そういう意味ではちょっと様々御意
見をいただいて、強くプッシュしていきたいとか、こういうのがいいんじゃな
いか、バランスがいいんじゃないかということも含めて、御意見いかがでしょ
うか。 
 副議長、いかがですか。 

 
大森委員 意見というか感想なんですけども、今日の全体の議論で、今の時代でなか
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なかライフステージということを考えること自体難しさはあるんですけど、オ
ーソドックスに言うと、よく言われるのは、就学、就職、結婚、出産、子育て、

退職、それがライフステージの代表例ですよね。我々のこれまでやってきたこ
とでいうと、その中でいうと子育てと退職に応じた学習機会のヒアリングは行
ったと。今日全体の議論でやっぱり多かったのは、このリストの中に就職とい
うか就業に応じた学習機会がなかなか出てないけれども、それを見たいねとい
うことがあって、それについては健康づくりが一つの答えになるのではないか、
そこからスポーツを見ていこうという流れになったと思うんですね。大変いい
なというふうに思います。それで、ミニテニスも有力候補の一つとして、例え
ばですけども、３つぐらいやっぱり何か取り上げていただいて、その中でやっ
ぱり就業に応じた学習機会って線が見えてこないといけませんので、絞ってい
くといいのかなと思いました。 
 それから、この表の中で既に挙がっているものの中には、就職に応じた学習
機会は入っているのかなと。それから、これが学が重なるのでちょっとややこ

しいんですけど、就学に応じた学習機会というものがあるかどうかということ
ですね。この２つに関してはぜひやろうという意見はここまで出ていなかった
ので、委員の皆さんがそれをどう考えるかをちょっと教えていただきたいなと
思いました。 

 
生島議長 就学というのは？ 
 
大森委員 いわゆる子供というくくり方をしているやつですね。 
 
生島議長 若者世代の事業をどういうふうに考えるかという。ありがとうございます。 

 今ちょっと、働く世代、働いている世代の話に議論がちょっと集まってしま
っているので、それ以外の世代、特に今の話だと、若者世代のだったらどうい

うふうに考えるか。あとは、やっぱり組合せをどうするかというようなところ
も含めて御意見いただければと思います。 
 特に若者世代で考えますと、上３つが対象になっているわけなんですけれど
も、どれもなかなか……、堀委員、お願いいたします。 

 
堀委員 大事なことを言われたので、踏み込んで言います。確かに世代分類すれば、

若者世代があり、若者はどういう学びをしているか、しかも学校内ではないど
ういう学びをしているかということは、大事な視点ということはある。だから、
そこの対象候補があるのかないのかというところで出していただいたみたい
な経過だと思います。 
 ただ、間を飛ばして言うと、諮問されていること、あるいは市が課題として
取り組みたいと思っていることは、就業以降の世代がどうなっているか、どう
したらいいかが関心事なのではないか。学校に行くぐらいの世代が学校外でど

んな学びをしているかの問題は、大事なことですが、よほど余裕がなければ、
そうではないところを選んでいいのではないか。 
 異世代交流とか、例えば戦争体験の若者への継承とかいうようなテーマなら、
違う意味もありますが、学校に行くぐらいの世代が学校外でどういう学びをし
ているかというようなことを、今回のヒアリングの中に入れるのかというとこ
ろですね。幾つもない中で、そこまでやるかという感じがします。 

 
生島議長 ありがとうございます。今の御意見に関連していかがでしょうか、皆様。 

 寺澤委員、お願いいたします。 
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寺澤委員 内田委員がいらっしゃるとすごくよかったなと思うんですけど、これは個
人的な意見なんですけど、今の小中学生ってすごく忙しいと思うんです。もう

学校の中でもいろんなことを多岐にわたって教えられて、いろんな課題が出て
きて家に帰ってきても色んなことをやっているし…。ここで学校以外で学べる
ように環境を整えることは大事だと思うんですけれども、逆に言うと、それは
もっといろんなことを学べという大人からのメッセージになってしまわない
かと、ちょっと懸念していて、今おっしゃったとおり相当余裕があってという
んだったら、必要かもしれないんですけど、あえてこれ以上学べというメッセ
ージになるようなことは私はしなくてもいいのかなと。これは本当に個人的な
意見なので、皆さんにもぜひお伺いしたいなと思うんですけども。 

 
生島議長 いかがでしょうか。 

 田代委員、お願いします。 
 

田代委員 やっぱりうちの孫も４年生と２年生なんですけども、めちゃくちゃいろん
なことを習わせられて、５つか６つやっているんですよ。そろばん行ったり、
習字行ったり、プール行ったり、ピアノやったりという。これ以上何をやるの
かみたいなことで、特に今、受験とかになってくると、もう塾まで行かなきゃ
いけなくてちょっともう、今ラジオか何かでやってますけど、子供が帰ってき
て家でぐたっとして寝ているのをお母さんが起こして連れていくみたいなの
はもうやめましょうみたいな話で、やっぱり子供が疲れているんだから、ちょ
っと寝させてあげてくださいみたいなことを言っていた人がいたんですけれ
ども、今の状況ってそんな感じですね。 
 それで、この前びっくりしたのは、やっぱり学校では勉強だけ教えているの
かと思ったら、内田校長がうちの孫の先生ですけど、やっぱりいろいろやっぱ
りやらなきゃいけないことを教えているというんですよ。それで、うちの子供

たちも、遊びに来て、玄関で靴を脱ぎっ放しにしていたのが、ある時期からき
れいにそろえるようになったんですね。それで、何かそんなの親が教えないだ
ろうと思っていたら、やっぱり学校でちゃんと教えていて、体育館で靴を脱ぐ
ときはちゃんとそろえてやってくださいという、そういうことまで教えている
というので学校の先生も大変なんでしょうね。 
 だから、結構、学習機会というのは、学校でもあるし、ほかでも結構あるの
で、確かに寺澤委員がおっしゃるように、もうこれ以上ちょっと無理させたく
ないなみたいなところはあります。 

 
生島議長 横山委員、お願いします。 
 
横山委員 私、就学、また、これ私、学童で働いていまして、一番小学校とかいつも

交流しているんですけれども、もう今は共働き世代ということで、子供たちが

自由にいられる時間というのが、常にどこかにいなきゃいけない。国分寺で学
童やっていますので、小学校３年生までお預かりしているんですけど、小学校
３年生の子は、長いと７時まで学童にいる。じゃ、学童が終わってからどうす
るのかというと、親がそこに習い事を入れていくんですね。やっぱり家で一人
でいさせたくないというのがあって習い事が入ってきてというので、忙しいこ
とは忙しい。 
 私、このライフステージの子供たちの就学の世代に、子供たちもライフステ
ージに応じた学習機会の充実ってあっていいと思うんです、逆に。でも、それ
は勉強することではなく、遊ぶことで学んでほしい。だから、いっぱい遊んで
ねという、こういうことして遊ぼう、こういうことをして遊ぼうというような
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ことをしてあげたいなというのが。何かを教えるとか、伝えるとか、学ばせる
ではなくて、こうやって遊んで、遊び中で、例えばあやとり一つにしたって突

き詰めていけば物すごく上手になるし、今、男の子たちがすごいけん玉を練習
していて、けん玉をやっている子たちが何でやっているのかといったら給与が
あって、その級を取りたいからけん玉をやるんだって。それは全部学童の中で
やっていることなんですけれども。 
 学童って基本的に学習するまでも学ぶ場でもないので、遊びしかないんです
けれど、そういった遊びの中からそういった子供なりの学習をしていくという
のが、もし提供するんであればそういうのを提供する機会があっても逆に、こ
れも答申になっちゃうと思うんですけれども、何かをしている人に聞くのでは
なくて、こういう場を設けることをしたらどうかということなんかもいいんじ
ゃないかなと。私は小学生対象の話になっちゃったんですけど、ということは
今のお話を聞いていて思いました。 

 

生島議長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 
 大森委員、お願いいたします。 

 
大森委員 今、大変重要なやり取りだったと思うんですね。子供にいわゆる学校、塾

以外の追加的な学習の余力はもうないのではないかというのが出されたと思
うんですけど、それから、子供たちが求めているのはいわゆる学習ではなくて、
自由に遊ぶ時間なのではないか、それ、すごく大事なところになるかなと思う
んですね。 
 ちょっとデータでも裏づけておくと、これ、所沢市の学童保育の指導員から
僕、１２年前に聞いた言葉なんですけれども、近頃は子供がなかなか学校から
学童に帰ってこない。帰る時間、学童に入ってくる時間がどんどん遅くなって
くる。やっと学童にたどり着いても、疲れてぐったりしている。自由な遊びの

中で子供は育っていたと学童保育の指導員がおっしゃったんですね。ベテラン
の方だったんですけども。 
 これどういうことかというと、これは制度的なことなんですけども、
１９８０年代と９０年代の２０年間というのは、それ以前の学校への反省があ
って、日本の学校の子供の時間って標準時数って制度で定まっているんですけ
ども、平日の１日の学習時間ってみんな５時間だったんです。５時間目で終わ
っていたんです。その後の２０年間、２０００年代、２０１０年代、２０２０年
はどうなっているかというと、結論で言うと、小学４年生から中学３年生まで
毎日６時間。だから、もう本当に余裕がなくなっている。 
 そういうことを考えると、客観的な情勢として子供は大変困っていますし、
困った子供を見て、保護者や上の世代も心を痛めていますから、自由に遊ぶよ
うな機会をつくっていくというのは、この中でも検討できるといいなと思いま
した。この中に直接はまだないかもしれないですね。 

 
生島議長 私も今ずっとお話伺っていて思ったんですけれども、子供たちの学びとい

うふうにいったとき、特に社会教育の中での学びといったときには、やっぱり
学校型のほかの人たちとの差を埋めていく、または伸ばしていくという、それ
だけの勉強の部分というだけでもなく、社会教育の場合はやっぱり他者との違
いを理解しながら関わり合っていきながら、それを尊重し、自分を見つけてい
くという学びというのがあろうかなと思います。 
 だから、そういう意味では、小学生の学齢期であれば、横山委員のお話があ
ったように、やっぱり遊びの中で自分らしさを発揮していくとか、相手と一緒
に仲間をつくっていく、ルールを自分たちで決めて遊んでいくという、まさに
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そういう時間なんじゃないかなというふうに思います。 
 学校教育が、だから、忙しい、あと、塾が忙しいから、じゃ、そのままで行

かなくていいかというと、私もちょっとそうではないんじゃないかというふう
には思っていて、逆にそれだけになっちゃったら、どんどん怖いなというふう
には思いました。 
 そういう意味で、ちょっとここでは子供を対象にしていくという、小学生を
対象にした事業というのは、例えばここでは一番上の子ども長崎派遣事業であ
るとか、グローバルカフェは中学生からでしたっけ。 

 
事務局 そうです。 
 
生島議長 ですね。小学生であれば、子ども派遣事業ってちょっと、ある意味体験を

通じながら、戦争・平和ということをやっぱり考え、自分でそれをどういうふ
うに見詰めていくかということをつくっていく事業であるということでもあ

りますし、またはグローバルカフェの場合はやっぱり、成績取らないと、学ば
ないとというだけじゃない、もっと外国と交流し、自分の進路だとか選択を広
げていく、そういう視野を自分なりに関わってつくっていくという時間として
注目したというところはあります。 
 もう一つ、ＬＡＢＯ☆くにスタの場合は、中高生を対象にしながら、これも
小学生であれば遊びというところかなと思いますけど、こっちの場合は中学生
以上に、学校教育、学校の場面というだけじゃない、もう少し、家でもないし
学校でもない、自分らしさを発揮しながら、これからの自分をどういうふうに
考えていくのか、または安心できる場所を探して、それから少し上の大学生の
人たちと関わっていくことによって、自分をつくっていく、そういう場面とし
て見ているところです。 
 ですので、もちろんほかの事業もあろうかと思いますけれども、時間が忙し

いからといったときには、なぜ忙しいのかなといったときに、もしかするとそ
れって全て子供の選択ではなくて、与えられた選択なり、与えられたもの。で
も、そうじゃない、子供自身がこういうことをやってみたいとか、こういう世
界に触れてみたい、またはこういう時間が欲しいというのをつくっていくのも
社会教育の中でも青少年を対象にした学びになるのではないかなというとこ
ろで、一応３つ挙がっているところかなと思います。 
 なので、学齢期のほうに注目するというとまたちょっと違う事業も含めて考
えることはできるかと思いますけれども、少し今の議論も大事にしつつ、観点
として出してきた背景としても説明を加えさせていただきました。 
 大森委員、お願いします。 

 
大森委員 大森です。今、先ほどの私の発言の不備を議長に補っていただいて大変よ

かったと思います。大前提として子供が大変な状況にあるんですけども、だか

ら、すべからく子供に対する追加的学習が必要でないということでは全くなく
て、むしろその逆で、子供たちがこういうことが学習したいという切実な課題
に、ここに挙げたものも含めて社会教育は特に対応してきていますから、それ
をしっかり見ていくということも今後より必要なことかなというふうに思い
ます。 
 補っていただいて助かりました。 

 
生島議長 いえいえ。いかがでしょう。 

 寺澤委員、お願いします。 
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寺澤委員 色々と御意見いただいて、本当によかった、全くそのとおりだと思います。
望ましいのは子供自身が選択している忙しさなのかというのは、私も日々子供

たちと関わっていく中でやっぱり疑問に思っていること。それがさっき横山委
員も言っていた、遊びの中からというお話もあったんですけど、要は、じゃ、
それが大事だ、じゃあ、遊ばせなきゃ、遊ばせる場所に連れていこうみたいに
なってしまうのも少し懸念することなので、すごく伝え方が難しいなと。難し
いところだからやらなくてわけではもちろんないんですけど、難しいなと思い
ました。いろんな人との関わりってすごく大事だし、その中からもちろん色々
学んでいくことも多くて、それを大人が強制して、じゃあ、何かを学び取りな
さいみたいになったら、やっぱりまた違ったことになるので、どうしたらいい
んですかね。 

 
生島議長 であれば、なおさら、こういう事業がどういうふうに生きているのかとい

うのをお聞きしてみるというのも一つの手かなというふうには思ったりもし

ましたね。 
 はい。 

 
横山委員 学びの場で、今また手前みそになってしまうんですが、５月５日にファミ

リーフェスティバルというイベントを体育館で行うんですね。それは子供対象
で、スポーツ協会と公益財団法人の体育館と共同でやるんですけれども、本当
に１日無料で、子供たちだけで来てもいいし、親子で来てもいいし、やりたい
放題して遊んで、もう大人が用意して、その遊びをいろいろやってもらう。も
ちろんスポーツ・体育館関係なのでスポーツのことが多いんですけれども、全
て無料でやってもらうというイベントが年に１回あるんですけれども、そうい
うことでいうと、今の話でいうと、そういう遊びの機会の提供ということをし
ているのに当てはまるんじゃないかなと今思いました。この件に関しても、も

しヒアリングするんであれば、体育館の職員の人とかスポーツ協会の人間とか
が話ができるとは思います。 

 
生島議長 ありがとうございます。今のは単発のイベント？ 
 
横山委員 そうなんです。５月５日限定なんですよ。お時間あったら来てください。 
 
生島議長 根岸委員は何か？ 違いましたか。 
 
根岸委員 ファミリーフェスティバル、参加しています。 
 
横山委員 そちらも企画とか事業をやっています。 
 

生島議長 ありがとうございます。 
 根岸委員。 

 
根岸委員 あとは、これは市内の全ての小学校がやっているかどうか分からないんで

すが、私の近くの第三小学校では６年生で総合的学習というのがあるんですね。
その総合的学習って何やるかというと、子供たちがやりたいことをみんなで話
し合って、幾つか見ていって、その中で一ついつも出るのが昔遊び、伝承遊び
というか、こま回しとかけん玉とか、それを地域の人から教えてもらいたいと
いうことで、我々が何人か集めて授業をやったりするんです。 
 その授業を見ていると、あと、藍染めをやったりとか、あと、国立の歴史を
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知るために古民家の人にいろいろ話を聞きに行くとか、あと、私も最近知った
んですけど、煮いだんご、国立の郷土料理というのかどうか分からないんです

が、何かすいとんみたいなものを作ろうと。その煮いだんごを作って、作り方
を教えてもらって、みんなで作って食べる、そんなような授業をやっています
ね。だから、そういうことってすごく大事かなと思います。子供たちが自分が
本当にやりたいことを毎年やっているという感じなので、私も幾つか参加させ
ていただいているんですが、非常に皆さん、子供たちも大喜びで、歓声を上げ
ながらやっているという感じです。 
 今日は内田委員がいたら、ほかの学校はどうなのかというのをちょっと聞き
たかったんですけどね。 

 
田代委員 二小は、煮いだんご、毎年やってます。 
 
生島議長 今、学習指導要領、学校の中でもふるさとのことを知っていくということ

も授業の項目の中には入ってきてはいると思いますので。ありがとうございま
す。総合的な学習の時間の、やっぱりそういう意味では自分たちがやりたいこ
とを実現させていく時間というのがいかに設けられているか、またはそれを出
せるという場面というのは若い子供さんたちにも大事だし、そういった場をや
っぱり社会教育の中でもきちんとつくっていくというその活動というのは、皆
さんも体感されて共有できるのかなというふうには思いました。 
 さて、時間も結構あるんですけれども、どういうふうにしていくか。例えば、
今幾つかもう挙がりましたし、ここの候補になってないものについてもお話が
ありました。また、候補についても、もし補足説明が必要なもの、考える材料
としてこういうところはどうなの？ というような補足説明を求めるものも
あれば、事務局にお願いできるかなと思いますけれども、そういうようなこと
も含めながら、ぜひこれとこれあたりがいいんじゃないというのが挙がってく

るといいかなというふうには思っているんですけれども、いかがでしょう。 
 ちょっと核になるという意味では、さっきまさに働き世代を考えていくとき
に、健康ということが一つの、健康づくりというのは取っかかりとしてはしや
すいのではないか。ついては、横山委員のミニテニスも挙がりましたけれども、
非常に有力だというふうに思いつつも、ちょっとそういった視点が今全然まだ
検討材料になかったので、スポーツというところで考えてみるというのも一つ
の視点かなというふうには思いました。だから、例えばですけれども、それを
するんだとすると、じゃ、若者はこれがいいんじゃないかとか、ほかのもう一
つのない視点としてはこれがいいんじゃないかとか、そういうような組合せも
あろうかなというふうには思いますけれども、ちょっと皆さん方からのアイデ
アをいただければと思います。 
 堀委員、お願いいたします。 

 

堀委員 そろそろまとめなければいけないでしょう。 
今後ヒアリングをしても多くて３つぐらいだろう、と。 

 もう一つ今日の議論で出てきたのは、ヒアリングしてそこからというのでは
なく、答申文に、ヒアリング対象にはしにくいし・しなかったが、こういう視
点も大事だということを出していくこともあるだろう、と。だから、そういう
文書作成の時間確保も考えて、ともかくヒアリングは２つ３つなるべく視点の
違うところを決めていこうということだったと思う。 
 その意味で、冒頭に示してもらったのはどれも図書館に属する事業でしたが、
知識・技能の習得できる事業で一つ。例えば、おはなしの語り手養成講座など
とか。それから具体的にはまだ決まっていませんが、ミニテニスも有力候補と
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しながら、健康・体育関係で何か一つ選ぶのはどうだろう、と。それからもう
一つは、異世代交流になるような活動を取材してみるのはどうか。３つやるな

らそんな感じかなというふうに思ったのですが。 
 
生島議長 ありがとうございます。上のポイントに合わせてですよね、今のお話です

と。あと、この観点でスポーツを入れたらいいんじゃないかと。 
 
堀委員 そうですね。上の観点では若者世代となっていますが、小学生とか何とかと

下の例示の中ではあるので、それなら必ずヒアリングをするという話でもなく、
答申文を作る中で、子ども世代が今どんな状況にあるかということを書いてい
くことはあるのではないかと考えました。 

そう考えた場合、ヒアリングで知識・技能というと、どちらかというと頭や
言葉がイメージされるだろうが、それとは違う健康や体育系も加えたらいいの
ではないかと思った。 

例示では読み聞かせから音訳までがそれに入るだろうが、その中でどれか一
つ。大した根拠はないが、語り手養成かな、と。 
 健康・体育系は、話題に出た団体でも、ほかの団体が当たりやすいならそれ
でもいいので、選んでやったらどうか、と。 

異世代交流になる活動というのは、まだちゃんとチェックしていませんが、
しゃべり場とか、あと戦争伝承も異世代交流と言えば異世代交流になるのかも
しれない。③の視点でどれか一つを。そんなふうに思いました。 

 
生島議長 ありがとうございました。ほかに。ほかの意見いろいろ出していただけれ

ばと思いますので、いかがでしょう。 
 横山委員、お願いします。 

 

横山委員 私、以前、子育て短歌入門の発表をしたときに、松塚委員から、収入があ
る人たちが多いんですよねみたいな、ちょっと裕福な感じの方が多いですよね
ということをおっしゃられて、それに対して、いや、収入関係なくできていま
すよとお返ししたんですけれども、そのことがすごく頭に残っていて。学習機
会の充実で、じゃ、収入に関するもの、自分の生活が豊かになるような、金銭
面で豊かになるような学習の機会というのはないのかなと思ったときに、今日
お話を聞いた中で、手話講座の手話通訳者を最後試験まで受けて通るというこ
とは、きっとそれを受けている人はそれを仕事にしたいのかなと思ってしまっ
て、ということは、そういうことで収入を得たいという人が受けている講座な
のかなって思ってちょっと興味があったんですけど、手話通訳ってボランティ
アになるんですかね。それとも収入になるのかな。 

 
生島議長 どうでしょう、事務局。 

 
横山委員 それはどういう？ 
 
生島議長 事務局、お願いします。 
 
事務局 事務局です。いかほどの収入になるかどうかというふうなことは、ごめんな

さい、把握しておりません。ただ、この手話通訳者の養成講座に参加する方は、
背景も動機も様々ではありますけれども、修了した方の一部の方は、事実とし
て市役所での手話通訳ですとか、あるいは派遣の手話通訳者という形で御活躍
はなさっていらっしゃいますが、ちょっとごめんなさい収入に関しては、こち
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らも承知しておりません。 
 ただ、印象ですけれども、受講する方の動機として収入というのは、今まで

見聞きした中ではあまりちょっと私も存じ上げないかなという、ごめんなさい、
印象の問題ですけども、そういったふうに受け取っております。 

 
横山委員 すいません、ありがとうございます。 
 
生島議長 相当やっぱりスキル向上という……。 
 
横山委員 すると思うんですよね、これって。 

 堀委員。 
 
堀委員 私は連れ合いが手話通訳養成講座の助手でもあり、そもそも聴覚しょうがい

しゃなので、少し情報提供します。 

手話講習を学ぶことが収入になるかといえば、収入になるレベルにはとても
行かなくて、すごく狭き門ですし、せいぜい行政機関が主催する手話講習の講
師になって若干の報酬を得ることがある程度です。手話通訳者として雇われ、
派遣依頼されるのはさらに少数。それはとても先の話です。 
 ただ、ついでに違ったことをいうと、社会福祉協議会などが行う手話講習は
ごく初級の講座で、その中で関心と努力が続く少数が指導者養成講座まで進む
ということですが、ここ１０年を見ていても手話の入門講座への応募はすごく
多くなっています。福祉ボランティア的なものへの関心はとても高くなり、い
ろんな世代の受講者がいる。一人ひとりはその先どこまで行くか分からないが、
手話の講習を受講する方にヒアリングするのは、それはそれですごく意義ある
ことだとは思う。何でこういう講座を受けているのか、そこから何を学んだの
か、何を感じたか。 

さっき田代さんが触れられました。それ以上の話になかったからしなかった
ですが、社会福祉協議会などがやる手話講習の受講生にヒアリングしてみよう
というようなことは、あってもいい気はします。ただしそれで収入に、とかい
う話ではない。 

 
横山委員 ありがとうございます。 
 
生島議長 ありがとうございます。少し参考になった、非常に重要だと思います。あ

とはちょっと、様々な年代の方がきっといらっしゃるんだろうと思うんですけ
れども、まだこちらでは今そのアイデアはなかったので、なかったというか、
確認してないですよね。手話講座であるとか、今そこへの参加者層がどうかと
いうことについては、確認していないですよね。 

 

事務局 事務局への御質問ですか。 
 
生島議長 お願いします。 
 
事務局 直近の手話通訳者養成講座の参加者の方の年代というのは、確認しておりま

せん。ただ、これまでの例でいきますと、比較的幅広い年齢層の方が御参加は
されていらっしゃるというふうなことは承知しております。ですので、例えば
この世代限定ということではないかなというふうに思いますので、その辺り、
様々な世代というふうに捉えるか否かというところかと思います。 
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生島議長 ありがとうございます。 
 

堀委員 それは面白いところで、図書館の朗読ボランティア養成とか読み聞かせ講座
は、受講者は女性の方が圧倒的に多い。講習時間が多くは平日昼間ということ
もありますが。 

それに対し手話講習は、開催が夜間が多いこともあるが、昼は常勤の仕事を
しているとか学生だとか、男女の結構幅広い年齢の方が参加してくる。 

 
生島議長 ありがとうございます。手話自体が今、言語として認めていこうというこ

とであるとか、手話言語条例などの制定もあったりして広がってきたりしてい
る、私たちも見る機会ってすごく多くなっているということもあろうかと思い
ますけれども、様々な年代の方々がいらっしゃる講座という意味では、それは
それでとても面白いなというふうに思いつつ、ライフステージに即した学習機
会としてどういうふうな学習機会になっているかというふうになっていくと、

そこで少しどういう年代の人たちを対象にするとか。でも、そうすると、そう
いう人たちを対象にした事業ではないので、それをどう考えるかというところ
になろうかなというふうには思って、今のお話を伺っておりました。 
 もともとが、横山委員は収入につながるのかというところから話題提供いた
だいた……。 

 
横山委員 若い人がやるということは、やっぱり収入の一つにつながっていくことな

のかなとちょっと思ったので、お話しさせてもらいました。 
 
生島議長 そうですね。なかなかちょっとそれが目的ということともすぐにはつなが

らないかもしれないというところの話だったのかなと。 
 いかがでしょうか。少し収束できればいいなというふうに私も思いながらな

んですが、大森副議長、何かちょっとないですか。アイデアをいただけると。
提案があれば。 

 
 
大森委員 提案というより、皆さんの御議論を聞いていて、子供で見つかるのかなと

いうことが一つあったかと思いますし、それからスポーツで見つかりそうかな
ということだと思いますし、それから、御説明の中であったしょうがいしゃの
ライフステージについては、ぜひという意見もなかったけれども、やめようと
いう意見もなかったのかなという辺りをちょっと注目して聞いておりました。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 ほかには。寺澤委員、いかがですか。 
 

寺澤委員 時代的にあんまりあれなのかもしれないんですけど、ちょっと男女比とい
うんですか、図書館で６０代以上の女性の方が多いとなると、割とターゲット
が絞られちゃうなとちょっと思ったり。だから、もし手話の講座だったら、割
と男女比がそこまでの大きな違いはないとか、そういうのがあれば、そういう
講座のほうがいいのかなとちょっと思ったりも。絶対そうじゃなきゃいけない
とはもちろん思わないんですけど、何となく思った感じです。 

 
生島議長 ありがとうございます。どの講座がというのはちょっと分かりづらいんで

すけれども、確かにこの前の２つのヒアリング対象は両方とも女性が関わって
いるところだと。あれはいい意味でも私たちの予想と違ったというところもあ
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るかなというふうには思いますけれども、少しそういったジェンダーの意識な
どもあってもいいんじゃないかと。 

 今、スポーツのことというのは結構皆さん方が今推されているところがあろ
うかと思いますので、一つちょっと候補に固めてもいいのかなというふうには
思いますけれども、いかがでしょうか。ちょっとそれを何か一つ決めれば、ほ
かも少しバランスで決まってくるかなというふうなもくろみで今提案を、確認
をさせていただきたいと思いましたけれども。 
 じゃ、ちょっとそれをまず仮置きしながら、それ以外のところで、若者・子
供をどうするか。それから、図書館のほうですね。知識・技能、頭というか、
技能という意味では頭というだけでもないので、そういう意味では健康づくり
というのもそこに入るかなというふうにもちょっと思っていますので、今、堀
委員からは、この３つのうちどれかというのもあろうかなと思いますけれども、
スポーツのほうとオーバーラップさせて考えるということも考えられるかな
というふうには思いました。 

 それから、それ以外、③の異なる世代の人たちとの交流に関われる事業。こ
れは世代間交流というだけではない、やっぱりお互いが違いを知ったりだとか、
尊重し合ったり、または継承していくという営みを含んでいくということもあ
ろうかと思いますので、特に下３つというのもそういう場を設けているところ
になろうかなと思います。 
 それからあと、自分のライフステージをつないでいくという意味でも、しょ
うがいしゃ青年学級のところを入れておりますので、その辺りは一つ観点とし
てもいいんじゃないかということは、今、大森委員からもお話があったところ
かなと思います。 
 ちょっとその辺りで。だから、図書館とスポーツを一緒に考えて一つとする
のかどうか。そうすると、若者、それからあと、対話の場面というふうに考え
られるかもしれないですし、そういう観念じゃない形で何かを削除するという

こともあろうかなと思います。 
 ちなみにこの辺りですと、ある程度話し手は、今ここで挙げている候補は、
話し手はいそうだというのも少し加味して挙げているところはあります。特に
子供の対象の事業も、もちろん事業企画者のサポートが必要かと思いますけれ
ども、場合によっては当事者というか子供さんにも、参加者にも来てもらえる
かもしれないという当たりはちょっとはあるかなという感じ？ 
 すいません、事務局。 

 
事務局 事務局です。事業の参加者としての子供さんへのヒアリングということです

けれども、一応所管課のほうに確認して、そういった候補のお子さんにお声か
けはできるというふうに伺っています。子ども長崎派遣事業ですとかというと
ころですかね。とか、グローバルカフェの事業のあたりです。 
 あとすいません、ついでに補足であれしますけども、先ほど遊びの機会を通

じるというような話題があったかと思うんですけれども、ごめんなさい、こち
らの資料２の表からはちょっと除いてしまっている事業でこちらで確認をさ
せていただいた中で、児童館の事業があります。こちらの児童館での遊びの機
会というのはかなり頻繁に持っていますので、そこにはかなり子供さんの参加
も各児童館であるというふうに情報収集としてはしております。ただ、表から
除いたのは、これはどちらかというと学びの機会というよりは児童政策ではな
いのかというような考えもちょっとこちらでありましたものですから表から
は削除した形で本日資料作成はしているんですけれども、これをちょっと捉え
直すということであれば、一つ児童館のほうの事業というのもあるのかなとい
うようなところです。ただ、ヒアリングとなりますと、そこに参加している児
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童というよりは、児童館の職員とか保育士というような形になってくるのかな
というふうに思います。 

 
生島議長 ありがとうございます。ちょっと今……。 
 
事務局 すいません、もう一つ補足なんですけど、子ども長崎派遣やグローバルカフ

ェは、ヒアリングの対象のお子さんが実際に、ちょっと夜ということもあるの
でこちらに来ていただくというのは、お一人で来ていただくというのが難しい
かなというところはあります。ただ、対象者のお子さんがいらっしゃるという
ことは事業の担当の方には伺っておりますので、その点だけお伝えします。 
 以上です。 

 
生島議長 ありがとうございます。あとは何か追加で説明をもしいただければと思い

ますけど、おはなし語り手養成講座は何か相当時間をかけて何か師匠と弟子み

たいなふうな感じでやられるというようなお話があったかと思うんですけれ
ども、ちょっと確認を、説明をお願いします。 

 
事務局 事務局からそれも補足で。おはなしの語り手の養成講座、くにたちおはなし

の会さんのほうでやられているおはなし、ストーリーテリングというふうな言
い方もするそうですけれども、おはなしの提供まで至るのに、先ほどもちょっ
と御説明にもありましたように、大体長くて５年ぐらいかかると。これは養成
講座そのものは一つの年度で終わるわけなんですけれども、それを修了した方
がおはなしの提供、デビューといいますか、そこに至るまで長くて５年ぐらい
かかるというような、３年から５年というふうに聞いておりますけれども、か
なり長い期間の養成といいますか、自主グループの中での研さんを積まれて御
披露をなさるというふうに伺っています。 

 一方での読み聞かせボランティアのほうは、こちらも講座というのが実施さ
れて、その修了された方が図書館での読み聞かせボランティアとか派遣での読
み聞かせボランティアということをなさっている、活躍されているわけですけ
れども、こちらは提供というかデビューまでの期間というのはより短くなって
いるということになります。ただ、聞いているお話としては、修了されたばか
りの方とベテランの方とペアになっていろいろと打合せをされて臨まれると
いうような、いろいろとボランティアさん同士の中での工夫とか研さんもしつ
つ読み聞かせを提供していただいているというふうに伺っております。 
 以上です。 

 
生島議長 ありがとうございます。なので、今、堀委員からもおはなしの語り手の養

成講座の話が少し話題になったんですけど、ちょっと結構、５年の中で、デビ
ューまでもかなり長かったりと、少しそういう意味ではかなりハードルが高か

った、特殊性もあるのかなというふうにも思いまして、この分野にもし考えて
いくんだとすると、読み聞かせであるとかステップアップのあるような音訳グ
ループとかそっちのほうがなじむのかなという、年代的にももしかするとそれ
のほうがいいのかなというふうには思いました。 
 堀委員、お願いします。 

 
堀委員 候補に、図書館主催の養成事業を３つも挙げてもらいました。 

図書館は、図書館が行う事業の支え手を養成するため、割合定期的に講座を
開きますが、図書館の行事だけだとそんなに出番がないから、読み聞かせ講座
の修了者は腕試しをしたり実際に演じたくて、自分たちでやる場を開拓してい
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ったりします。小学校に出前に行くとか、児童館にやらせてと売り込んでと、
活動が広がっていく。資料にも自主グループというふうに書いてありますが、

図書館での養成がきっかけになり、図書館を離れた子どもに対する読み聞かせ、
あるいは大人に対する読み聞かせもするグループが生まれていくというよう
な経過がある。講座受講後の歩みを経たグループをヒアリングすれば、そうい
う体験や想いが聞ける。 
 ただ、女性だけの文化では決してないのですが、男性はあまり受講しない。
仕事を退職した世代が参加しても女性が圧倒的に多いという実情はあり、たま
に男性の音訳者がいるとすごく貴重です。例えば、視覚しょうがいのある利用
者に本を読む方法には、対面朗読と、朗読録音をして提供することがあります
が、男の人が読んだほうがいい場合もあるわけで、男性朗読者がたまにいると
すごく貴重だったりします。読み聞かせボランティアも朗読ボランティアも本
当に女性が多い。 

そういう意味では、さっき寺澤さんが言われたように、これまでに２回やっ

たヒアリングが、たまたま女性からのヒアリングだったから、次は男性からも
話が聞けるものがいいというのは、本当にそうだと思います。 

 
生島議長 ありがとうございます。そういう意味では、場合によってはちょっと図書

館のほうは今回の候補から外していくということも一つの選択肢かなという
ふうには思いますが、図書館協議会から出られている堀委員の貴重な経験かな
と。ジェンダーは女性がやっぱり多くなっていると。 
 どうでしょうか。そうなると例えば、今のお話だと、若い人たちの声が聞け
るということも私は貴重かなというふうには思いますので、そういう意味では、
対象になっている、今ここで挙げている３つで若い子供・若者世代の話が聞け
る事業を聞いてみたらどうかなというふうには思いました。もちろん事業担当
者の方と一緒にということにはなろうかと思いますけれども。 

 どうでしょうか。そういうような形で打診ができそうな事業にしてみるとい
うのを一つやってみるといかがかなというふうに思いました。どうでしょう。 
 「いいと思います」と今、寺澤委員からもいただきました。 
 もう一つ、あとスポーツと、もう一つは、堀委員からも話題をいただきまし
たし、大森委員からも、しょうがいしゃ青年学級もあってもいいという意見は
なかったけれども、なくてもいいという意見もないんじゃないかという話もあ
って、それはそれで大事なポイントなんじゃないかなというようなお声もあり
ましたが、御意見いかがでしょう。 
 国立市としては、しょうがいしゃの様々な人たちと関わり合う、しょうがい
がある等にかかわらず、学びの機会とか交流の機会、お互いを理解し合うとと
もに活動するという機会を大事にしていくということもありますし、あとは、
実は私これを候補に入れた理由が、生涯学習振興計画の中でライフステージに
応じた学習機会の充実という項目、これに基づいて今回の答申が出ているんで

すけれども、そこでは、やっぱり子供、若者、高齢者とともに、やっぱりしょ
うがいしゃの生涯学習支援というのは非常に打ち出して大事にしているとい
うところもあって、それで入れたというところもございます。なので、きっと
我々にとっても学びが多く、答申の中でも非常に大事な視点になるのかなとい
うふうには思って挙げたところではありました。 
 ふらっと！ しゃべり場は、ちょっと単発的な事業になるんですよね。だか
ら、ちょっとあんまり候補には難しいかなというふうには思っていたので、そ
ういう意味ではちょっといろんなことを想定しやすいのはもしかすると、しょ
うがいしゃ青年学級かなというふうには。 
 いかがでしょうか、そういうことを考えると。異なる世代というだけじゃな
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くて、様々なしょうがいになるものを超えて、またはつないでいくという事業
として捉えていくことができるのかなと。 

 御意見が、もう、ちょっと時間もかなり過ぎましたので、いろいろいただい
た意見を基にすると、そういうところでまとめていけるかなと思ったんですが、
いかがでしょう。 
 ありがとうございます。 
 今日なかなかちょっとお声が出なかった荒井委員、いかがですか。 

 
荒井委員 いいと思います、この３つとかで。この３つでいいと思います。 
 
生島議長 ありがとうございます。御賛同いただきました。 

 あとはちょっと……、何か違う意見、よろしいですか。 
 じゃ、御賛同いただいたというふうなことで、ありがとうございます。 
 そうしましたら、スポーツのほうに関しては、横山委員の積極的な御提案と

いうことも受け止めながら、ちょっと相談させて、事務局もそうですし、横山
委員とも相談させていただきながら決めていきたいと思います。ちょっと引き
取らせていただければと思います。 
 それから、子供・若者の事業につきましても、ヒアリングの実現可能性とい
うところで、この辺りの事業から選んでいきたいというふうに思います。でき
れば、本当に忙しいと言われる子供さんたちが、あえて積極的に社会教育の事
業に関わってどういうふうに学んだかという声が聞ければいいかなというふ
うに思います。 
 もう一つは、では、しょうがいしゃ青年学級に注目していくということで、
３つ候補に考えていきたいと思いますので、次回までに少し具体的にしていき
たいと思いますし、ちょっと皆さん方も何かペーパーを出してということでは
なく、もしこれまでの議論を踏まえながら、改めてヒアリング、何を目的にし

ながら、どんなことを聞くべきかということを少し見直していただいて臨んで
いただければと思います。そしてまた、それぞれのグループ、具体的に対象が
出てくると思いますので、この団体だったらもっとこういうところを聞いてみ
てもいいんじゃないかというのが御意見いただければ、それを次回確認して、
ヒアリングに持っていけるようにしたいと、計画をしたいと思います。 
 こんな流れでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 ありがとうございます。御協力いただきました。 
 ちょっと時間も超過してしまって申し訳ありません。 
 では最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

 
事務局 事務局です。資料３を御覧ください。こちらは第２６期国立市社会教育委員

の会のスケジュールとなっております。第１２回から第２４回までの予定表、
今後の予定表になります。今年度と同様、第４週水曜日開催にさせていただき

ます。第１７回の９月のみ第４週水曜日が祝日となっておりますので、９月は
３０日の第５週の水曜日となります。 
 また、会場についてですが、国立市役所の東入り口、皆様が夜、国立市役所
に入ってくる入り口、そちらの北側に会議室棟が出来ましたので、基本はそち
らで今後は行います。それ以外にも、国立市役所の地下食堂跡地ですとか、あ
と、こちらのＦＳＸアリーナのほうの会議室、こちらの会議室でも行いますの
で、御予定のほう御覧いただけますようお願いいたします。 
 続きまして、資料４を御覧ください。こちらは令和８年度東京都市町村社会
教育委員連絡協議会定期総会の開催についてです。４月１８日土曜日１時半よ
り、小金井宮地楽器ホールで行います。委員の皆様には、３月１９日木曜日に
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メールで総会の出欠についてお送りしております。３月３１日までに回答をお
願いいたします。また、欠席の場合でも委任状が必要となりますので、メール

に添付しました委任状にお名前を御記入いただき、返信をお願いいたします。
また、本日出欠の回答ができる方は、この後事務局にお声がけください。欠席
の方は、委任状の用紙を御用意しておりますので、お書きになることも可能で
す。 
 続きまして、次回の定例会についてです。第１２回定例会を行う日は、４月
２２日水曜日午後７時からです。場所は国立市役所会議室棟のさくらのへや、
うめのへやという部屋がありますので、そちらで行います。新しい会場となり
ますので、御注意ください。よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 何か御質問等はありますでしょうか。 

 なければ、本日予定しておりました案件は全て終わりました。 
 次回は、４月２２日午後７時から国立市役所会議室棟さくらのへや、うめの
へや、新しいお部屋で開催いたします。 
 これをもちまして本日の会議を終了いたします。お疲れさまでございました。 

 
―― 了 ―― 


